
鈴鹿市上下水道事業経営戦略の
策定と料金・使用料の改定について

鈴鹿市上下水道局 上下水道総務課
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１ 概要（１） 鈴鹿市の概要①
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☆面積 194.67㎢
☆人口 200,435人
（平成30年3月末現在）
うち外国人 8,187人

上下水道局



１ 概要（２） 鈴鹿市の概要②
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昭和17年12月 軍都として2町12カ村が

合併し鈴鹿市が誕生。当時の人口は，

52,000人



１ 概要（３） 上下水道局の組織について・・・Ｈ28.4.1設置
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１ 概要（４） 水道事業について

•昭和22年9月給水開始

• 200,217人・

99.9％

給水人口・
普及率

• 3,697百万円

（税込）
給水収益

• 22,533千㎥/年有収水量

•約14,820百万円
企業債残

高

•井戸34本（他表流

水3箇所）
水源

•三重県企業庁受水

•約1,342ｋｍ管路

•送水場 7箇所

•配水池 15箇所
施設

• 87％
自己保有
水源比率
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Ｈ29年度末



１概要（５） 公共下水道事業について

•昭和63年度事業着手

•平成8年1月供用開始

• 4,429ha計画面積

• 2,108ha供用面積

• 113,130人

• 56.4％

供用人口・

普及率

• 1,520百万円

（税込）

使用料収
入

•中継P場 1箇所施設

•北勢沿岸流域下水道
南部浄化センター

処理場

• 10,045千㎥/年有収水量

• 41,005百万円
企業債残

高
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Ｈ28年度末



１概要（６） 農業集落排水事業について

•平成元年度事業着手

•平成6年4月供用開始

• 18地域計画地域

•平成28年3月事業完了

• 18,116人

• 9.0％

供用人口・

普及率

• 178百万円
使用料収

入

•浄化センター 18箇所施設

• 1,471千㎥/年有収水量

• 5,052百万円
企業債残

高

7

Ｈ28年度末



１概要（７） 料金・使用料改定状況

（１）水道事業

•平成10年4月1日改正

（平均改定率 19.14％）

※料金体系

二部料金制

（２）下水道事業

•公共下水道事業

鈴鹿市公共下水道条例施行

（平成7年10月1日）

・農業集落排水事業

鈴鹿市農業集落排水処理施設
条例施行（平成6年4月1日）
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☆平成30年4月1日
水道料金 平均12.5％，下水道使用料 平均20％，農業集落排水処理施設
使用料 平均38.9％ 改定



１概要（８） その他

•鈴鹿市行財政改革アクションプラン（行革）

①Ｈ24.10・・・受益者負担の適正な見直し（使用料改定）

②Ｈ28.7 ・・・受益者負担の見直し（料金・使用料改定）

•市議会

一般質問・・・計画の見直し（区域），繰入金についてetc.

Ｈ251.16（提言）・・・水道事業の経営改善（経営環境悪化）
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２ 取組に向けて（１） 料金・使用料改定へのトリガー（市長事業説明）

水道事業

• 給水収益の減少

（H10：4,299百万→H20：3,974
百万→H26：3,677百万）

・・・今後も人口減少とともに減少！

• 留保資金の減少

（ H10：1,712百万→H20：3,799
百万→H26：2,566百万→H31：枯
渇

• 施設更新費（管路・施設）増加

下水道事業

• 繰入金増加

（H10：1,172百万→H20：2,397
百万→H26：2,612百万）

・・・今後も企業債償還の増にとともに増
化

• 普及率が低い

（H10：15.9％→H20：43.4％
→H26：53.9％）
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参考①：収益と一人あたり使用量（水道事業）

給水収益（百万） 日使用量/人
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参考②：繰入金と公債費（公共下水道事業）

繰入金 公債費
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２ 取組に向けて（２） 公営企業を取巻く環境

施設の老朽化に伴う大
量更新期の到来

• →施設更新費用増大

人口減少社会到来

• →収入減少

• →技術伝承が困難

水道・下水道事業は，日常生活
に欠くことのできない重要なサー
ビスを提供

将来にわたり，サービスの提供
が安定的に継続することが可能
となるように中長期的な経営の
基本計画である「経営戦略」を
策定。（総務省：要請）
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２ 取組に向けて（３） 経営戦略策定などのスケジュール

審議会（H28～H30）

答申（H30）

経営戦略（H30）

改定（H30～H31）

審議会（H28～H29）

中間答申（H29.5～6）

答申（H29.10から11）

改定（H29.12)

経営戦略（H30)
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参考④経営戦略策定と料金・使用料改定の歩み（１）

・事業状況説明（市長：H27.8.18）

↓

・鈴鹿市上下水道事業経営審議会の設置等
に関する条例 制定（Ｈ28.3）

↓

・経営戦略等策定支援業務委託公募型企画
提案実施（Ｈ28.6.2）

↓

・経営審議会委員選定（Ｈ28.7～9）

↓

・経営戦略策定キックオフ宣言

庁内ＷＧ設置（Ｈ28.8）

・第１回鈴鹿市 上下水道事業経営 審議会
（H28.10.21）

↓

・第２回審議会（Ｈ29.1.13）

施設視察（送水場，配水池，南部浄化セン
ター，工事現場）

↓

・第３回審議会（Ｈ29.3.17）

↓

・市議会議員勉強会（Ｈ29.5.2）

（経営戦略の策定について）

↓

15



参考④経営戦略策定と料金・使用料改定の歩み（２）

・財政協議（分流式下水道等に要する
経費の整理 H29.5.9）

↓

・第４回審議会（Ｈ29.5.18）

「鈴鹿市上下水道事業の経営について」
意見書が提出される

↓

・第５回審議会（Ｈ29.6.29）

↓

・広報（Ｈ29.7.5号）

「経営審議会について」

・市議会委員会勉強会（Ｈ29.7.11）

（審議会での審議内容について）

↓

・広報（Ｈ29.8.5号）

「経営戦略，水道事業，下水道事業の
投資試算と課題」

↓

・第６回審議会（Ｈ29.8.10）

↓

・市役所ロビーパネル展

（Ｈ29.8.14～18）

↓
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参考④経営戦略策定と料金・使用料改定の歩み（３）

・広報（Ｈ29.9.5）

「水道・下水道事業の財政状況」

↓

・市役所展望フロアパネル展

（Ｈ29.9.12～20）

↓

・庁内会議（Ｈ29.9.5）

「水道料金，下水道使用料の改定につ
いて」

↓

・市議会全員協議会（Ｈ29.9.28）

・第7回審議会（Ｈ29.10.12）

（答申）

↓

・市議会議員勉強会（H29.10.27）

↓

・市議会委員会勉強会
（H29.11.17）

「経営戦略策定進捗状況」

↓

・改正条例 提案（Ｈ29.12）
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４ 取組み（１） 壁と対応①（取組開始から審議会）

壁（疑問など）

① 料金・使用料改定の経験
者が存在しない。

→組織にノウハウがない。

→電子媒体で整理された

データがない。

② 審議会委員の選定

③ スケジュール確認

対 応

① 経験，知見を有しつつ一緒に
考えてくれるパートナーを見つけ
られるか！

→どこと仕事するか！

（既存のコンサルタント？）

→決算や各種データの収集

②会長が重要！

③組織として，ポイントとなる時期
を確認し，共有する。
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４ 取組み（２） 審議会運営①（経過）

水道事業 下水道事業（公共・農集）

第１回
上水道事業の概要
（投資，財政の課題）

下水道事業の概要
（投資，財政の課題）

第２回 投資試算と目標設定 投資試算と目標設定
第３回 投資試算と目標設定 財源試算と目標設定

第４回

財源試算と目標設定
今後の取組み
（鈴鹿市内部の取組み，料金改
定）の提示

今後の取組み
（鈴鹿市内部の取組み，使用料改
定案）の提示

第５回

料金体系制度の概要
料金体系の現状分析
新料金体系の検討事項
（現状分析から）

使用料体系制度の概要
使用料体系の現状分析
新使用料体系の検討事項
（現状分析から）

第６回 新料金体系案の提示 新使用料体系案の提示
第７回 答申（案）作成 答申（案）作成
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第1回審議会

第4回～第6回審議会

収支ギャップ
の解消

現状把握・
分析，将
来予測

投

資

試

算

目標設定，
投資の合理
化

投資試算の
取りまとめ

財

源

試

算

現状把握・
分析，将来
予測

財源構成検
討，目標設
定

財源試算の
取りまとめ
（料金見直し
等の検討）

投

資

・

財

政

計

画

経

営

戦

略

第2回，第3回審議会

参考⑤：経営戦略策定と審議会スケジュールの関係性

第3回，第4回審議会
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４ 取組み（２） 審議会運営②（各開催までのスケジュール）

20日前

• 資料原案（審議

会流れ）

２週間前

• 資料（案）完成

→調整

約１０日前

• 会長打合せ

→資料調整

1週間前

• 資料送付
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４ 取組み（３） 壁と対応②（第１回審議会【概要】，第２回【投資試算】）

壁（疑問など）

① 水道・下水道事業の現状
と課題（第１回）

→何を訴えるか？

②投資の方針が決まらない。

→投資額が決まらない。

→投資額は，計画部門

で考える

対 応

① 二つの事業（水道・下水道）
とは何かを知ってもらう（装置産
業）。現状をそのまま伝える。
（投資・財源）

②投資可能額（概算）を伝える。
（経験などで先ず決める）

→投資の方針は，組織で共有で
き，わかりやすく，ブレ難いものとす
る。
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資料：４-（３）-① 事業説明（漏水事故）
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漏水事故に伴う影響範囲（濁水）

大木中学校

長太小学校

一ノ宮地区市民センター

近鉄名古屋線

長太ノ浦駅

漏水発生箇所

（長太旭町二丁目地内）
長太公民館

漏水発生箇所 写真

漏水事故概要

１ 日時
平成28年5月 31日
（火） 午前7時頃

２ 場所
長太旭町二丁目地内
（近鉄名古屋線軌道
下）

３ 原因
昭和49年埋設 300ミ
リ鋳鉄管の破裂

４ 影響範
囲（濁水）

長太地区全域，一ノ
宮地区の一部

５ 影響世
帯数

約3,700世帯



資料：４-（３）-① 水道事業 施設（管路・施設）の課題
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管路の耐震化率は現在9.9％であり，管路事故の未然防止のため優
先度が高い管路から更新を実施しているが，総事業費として約870億
円の投資を要すること。

課
題
1

送水場や配水池についても耐震化等に多額の費用投資を要すること。
課
題
2

投資の課題

人口分散に応じて多数の配水ブロックを配置しており，自己水源や送
水場等の施設を複数所有しているため，規模の適正化や有効利用に
ついて検討が必要であること。

課
題
3



資料：４－（３）－②投資の方針（水道事業）
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送水管

南海トラフ地震などの大規模災害に備えた安全・安心構築に向けての耐震化を進める。

•施設（送水場・配水池）と基幹管路（導水管，送水管，配水本管）の耐震

化を重点的に行う。
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• 投資の方針に基づき，非常時における水の安定供給を図るため，管路及び施設の耐震化の目標を
設定します。施設は，送水場，配水池の耐震化率の向上を目標として設定します。なお，目標を短
期と中期に分けて設定しますが，中期は水需要の動向などに応じて定期的に見直していきます。

資料：４－（３）－②投資試算の目標（水道事業）

 基幹管路の耐震化率 49％
（H28：約39％）
※延長（km）より算出

目標１
（管路耐震化）

 送水場の耐震化率 84％
（H28：約79％）
※送水能力（m3/日）より算出

 配水池の耐震化率 96％
（H28：約45％）
※容量（m3）より算出

目標２
（施設耐震化）

短期目標（平成29～平成38年度） 中期目標（平成39～平成48年度）

 基幹管路の耐震化率 61％

 送水場の耐震化率 99％

 配水池の耐震化率 98％



資料：４-（３）-① 下水道の種類
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• 鈴鹿市では，流域関連公共下水道，農業集落排水施設及び合併処理浄化槽が利用されていま
す。

広義の
下水道

狭義の下水道
（下水道法の認可を受けるもの）

その他の下水道
（下水道法の認可を受けないもの）

公共下水道

特定
公共下水道

流域下水道

都市下水路

特定環境保全
公共下水道

単独
公共下水道

流域関連
公共下水道

農業
集落排水施設等

コミュニティ・
プラント

合併処理
浄化槽

流域関連
公共下水道

終末処理場などの建設・維持は都道府県（三重県）が行い，幹線管渠に流入するまでの施設（主とし
て管渠）は公共下水道事業により，2以上の市町村（鈴鹿市，四日市市，亀山市）が実施する事業。

農林水産省管轄で農村地域に対して農業集落の形態に適した小規模分散型の汚水処理事業。
※別途，農業集落排水事業で詳細説明

（出典：徳島県ホームページ）

農業
集落排水施設

合併処理
浄化槽

トイレの汚水だけでなく，台所，お風呂の生活雑排水も一緒に処理する浄化槽。現在はトイレの汚水
のみを処理する単独浄化槽の新設が禁止され，合併浄化槽のみが新設を認められてる。



現計画において最終的に整備面積4,429haを整備するためには，平成
67年度までかかります。平成28年度末時点の整備面積は2,010haであ
り，整備が完了するまで長期間に亘って多額の投資経費が必要となること。

課
題

資料：４－（３）－② 投資の課題（公共下水道事業・農業集落排水事業）

１ 公共下水道事業

28

農業集落排水施設は市内に点在しており，個々の施設は少規模であるた
め，公共下水道に比べて非効率であるほか，施設数が18施設と多いた
め，維持管理費が嵩みます。

課
題
1

建物については当面更新を行う必要は無いものの，一部機械については
耐用年数が徐々に到来を迎え，今後，既存設備の更新費用が継続的
に一定程度発生することが見込まれること。

課
題
2

２ 農業集落排水事業



１ １０年概成に向けた集中投資（短期）

•国が掲げる，汚水処理施設整備を10年程度を目標に概ね完了することとした

「汚水処理施設整備の10年概成」に沿って，整備に際しては市街化区域を中

心に優先順位を設けて整備順序を定め，効率的な整備を行うと共に，平成38

年度までの10年間は集中的に投資していきます。

２ 投資試算の柔軟な見直し（中長期）

•投資試算の中長期的な部分については，第１段階として整備に時間を要する

市街化調整区域の汚水処理方法の見直しを検討します。さらに第２段階では，

10年概成出来なかった市街化区域について検討します。

資料：４－（３）－② 公共下水道事業の整備方針

29



資料：４－（３）－② 公共下水道事業の整備方針（計画区域見直し）

30

下水道計画区域の検討。整備が平成38年度以降となる見通しの市街化調整区域

と市街化区域の汚水処理方法を見直しを柔軟に検討します。

公共下水道計画区域 4,429ｈａ（4,072ｈａ）

市街化区域 3,719ｈａ（3,362ｈａ） 市街化調整区域

都市計画決定区域
加佐登，庄野地

区
710ｈａ

既整備区域
10年概成整備区

域
加佐登，庄野除

く
100ｈａ

2669ｈａ 583ｈａ

普及率 約70％ 整備手法見直し対象



短期目標
（平成29～平成38年度）

中長期目標
（平成39～平成67年度）

整備面積（累計） 2,649ha 4,072ha

下水道普及率 約70% 83.8%

目標の位置付け
進捗管理等を行い，達成に向け
て努める。

現時点の目安であり，今後の状
況に応じて見直しも検討

資料：４－（３）－②投資試算の目標（下水道事業）

目標1

ストックマネジメントの導入により，2018・2019（平成30・31）年度に機能診断調
査，2020（平成32）年度に最適整備構想を策定することで，持続的な保全に備
える計画を策定。

目標2
維持管理関連費用を平準化し，今後10年間で約37億円の費用を投資し，長寿命
化に向けた維持管理を実施。

１ 公共下水道事業

31

２ 農業集落排水事業



３ 取組み（４） 壁と対応③（第３回審議会【財源試算】から第４回【料金・使用料
改定（案）】）

壁（疑問など）

① 財源（資金）不足をどう
伝えるか

② 財源試算の目標をどうする
か

→料金・使用料改定につなげ
るには・・・

③ 改定率はどうする

→水道料金算定要領，下
水道使用料算定の基本的考
え方

対 応

① 図で公営企業会計の3条・４
予算の関係を説明

②水道・・・補填財源残高，企業

債残高

下水道・・・経費回収率，基準

外繰入金

③ 経営戦略期間最終年の財政
目標達成。水道：補填財源
残高，下水：経費回収率

32



• 資料：４－（４）－① 会計について（概要）
水道及び下水道事業は，通常，資本的収入が資本的支出に不足します。このため，前期末までの内部留保
資金と当期の収益的収支での増加資金によって，不足金額を補っています。

33

支出 建設改良費 元金

国費 企業債
繰入金・そ
の他（収入）

⑥補填財源

①
前期末
補填財
源残高

収益

費用

収入
⑦当期末補填
財源残高

＝①＋②－⑥

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支

④長期前受金戻
入（非収入）

繰入金・そ
の他（収入）

料金ｏｒ使用料（収入）

③減価償却・資産減耗
費（非支出）

維持管理費（支出）
利子
（支出）

その他
（支出）

②当期純利益

⑤

⑤当期 補填財源増加額＝②＋③－④

②＞⑥ならば⑦は増

②＜⑥ならば⑦は減



資料：４－（４）－② 財源目標について①（水道事業①）

水道事業

補填財源残高見込み（億円）

企業債残高対給水収益比率（％）

※下段は類団平均

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

1,111 508▲ 155▲ 373▲ 673▲ 929▲ 1,116▲ 1,361▲ 1,706

34

H25 H26 H27

414 403 413

297 302 298



資料：４－（４）－② 財源目標について②（水道事業②）

35

資金流出面 資金流入面

• 維持管理費や企業債の元利償還金等，恒常
的に発生する支出への対応が必要

• 被害状況次第では，料金収入等を当面確保で
きない可能性がある

料金収入等を確保できない期間も，恒常的に発生する支出に対応できる資金水準を確保する必要

⇒ 少なくとも恒常的に発生する支出の６か月分相当の資金水準を確保する必要

（６か月分相当の資金水準を必要とする理由）

• 過去の震災時での全ての地域で概ね断水解消するのが約４～６か月程度

• 企業債償還は半年単位のため，収入を確保できない期間に企業債償還が訪れても償還対応が可能

資金水準 設定理由

約15億円
推計期間（H29～H38）における維持管理費，企業債の元利償還金等，恒常
的に発生する資金流出を伴う支出額（６か月分）の平均額。

【災害発生時の資金の流出入について】



資料：４－（４）－③ 改定率について①（水道①）

36

☆水道料金算定要領
算定期間５年（H29～H33），資産維持率3％・・・・改定率 35.6%

•推計期間最終年度（Ｈ38年度）に恒常的に発生する支出（６か月

分）（15億円）に加え，水道施設の災害復旧費（15億円）に対

応できる資金水準（30億円）の確保を達成

15％

•推計期間最終年度（平成38年度）に恒常的に発生する支出（６か

月分）（15億円）に対応できる資金水準（15億円）の確保を達成。

ただし，期間中の大半は資金水準が15億円を下回る見通し。

10％

※災害復旧費は「平成 28 年熊本地震の影響試算の推計方法について」（平成28年度）で示され
た推計方法を参考に算出



資料：４－（４）－③ 改定率について②（水道②）：第5回審議会で提示

37

•一事業年度に必要な運転資金（15億円）を概ね確保
12.5

％
（単位百万円）

収益的収支

H30～Ｈ
38
平均

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

収益的収入（現金）

料金収入 3,645 303 303 303 304 304 304 304 304 304 304 304 304

収益的支出（現金）

維持管理費 1,768 148 148 148 148 147 147 147 147 147 147 147 147

支払利子 205 103 102

資本的収支

H30～Ｈ
38
平均

4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

資本的収入（現金）

資本的支出（現金）

建設改良費 2,194 878 878 146 146 146

企業債償還金 933 467 466

資金過不足 ▲ 723 155 155 156 157 ▲ 413 157 157 ▲ 721 11 11 ▲ 557

資金過不足累計 ▲ 723 ▲ 568 ▲ 413 ▲ 257 ▲ 100 ▲ 513 ▲ 356 ▲ 199 ▲ 920 ▲ 909 ▲ 898 ▲ 1,455



資料：４－（４）－② 財源目標について③（下水道事業①）

• 繰入金

①基準内

• 一般会計が本来負担すべき経費の考
え方を，総務省が毎年度「繰出基準」
として示しており，この繰出基準に基づ
き，一般会計から繰り出される資金

②基準外

基準内繰入金以外で，財源不足を補
填する等のため，地方公共団体から任
意で繰り出される資金

• 経費回収率

使用料収入により汚水処理費用をまかな
えているかを判断する指標

38

経費回収率（％：公共）
H25 H26 H27

93.7 96.5 93.6 
44.8 46.3 46.3 

※下段は分流式繰入を除く

分流式下水道に係る繰入金を定義（経
営戦略）→長期前受金戻入：受益者
負担金相当を控除しない

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

繰入金計 2,476 2,615 3,279

内基準外 435 619 1,251



資料：４－（４）－② 財源目標について④（下水道事業②）

39

※分流式に係る基準額 再定義後



資料：３－（４）－③ 改定率について③（下水道①）

40

☆下水道使用料算定の基本的考え方
算定期間５年（H29～H33）・・・・改定率 77.4%（公共）

137％（農集）

•財源試算期間内に経費回収率100％を達成できる改定率40％

•財源試算期間内に経費回収率85％程度となる改定率で，受益者の

負担を一定程度考慮。改定後の経営状況によっては，財源試算期間

内での再度の使用料改定を検討する可能性がある。

20％

※農業集落排水事業は，公共下水道事業の使用料体系に統一



参考⑥：審議会からの意見書（第4回審議会）
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４ 取組み（５） 壁と対応④（第５回審議会【料金制度概要】から第６回【新料金・
使用料体系（案）】）

壁（疑問など）

① 料金・使用料体系を審議して
もらえるか

→料金等の改定審議会ではな
い！

（意見書の提出はあるが）

→基本料金割合の設定

→新体系

対 応

① 料金等の体系と現状分析結果を説
明

→負担のあり方（改定率）は行政が決
定。

→新体系（案）を提示。

☆妥当性を判断してもらう

42



資料：４－（５）－① 料金制度について

43

• 水道料金制度は団体によって異なり，鈴鹿市は二部料金制のうち，基本料金は用途別口径別併用，従量料金は逓
増型を採用しています。

二部料金制

用途別

（例：公衆
浴場用，
学校用）

口径別

（水道メー
ターの口
径によって
区分）

用途別
口径別
併用

逓増型 逓減型

基本料金 従量料金

単一型

一部料金制

定額料金制
または

従量料金制

 料金の構成には，定額料金制または従量料金制のいずれかである一部料金制，基本料金と従量料金から成る二部料金制，そして特約制度などがありますが，
水道では二部料金制を採用しているケースが多いといえます。

 基本料金については，用途もしくは口径によって異なる料金設定とし，それぞれ用途別，口径別料金体系と呼び，それらを併用しているものもあります。

 従量料金については，使用水量に応じて単価が変動するもの（逓増・逓減）と単一のものがあります。

※ ほかに，基準水量を超えて使用した水道水を低額な単価で提供する大口需要者特約制度など

鈴鹿市



44

• 使用水量別・口径別 料金収入（千円）（平成27年度）

資料：４－（５）－① 水道料金体系の現状分析（使用水量別の料金収入）

使用水量別・口径別に見た料金収入の分布をみると，20口径の41～60㎥/2ヶ月，61～100㎥/2ヶ月が高くなっ
ています。また，口径別では20口径が最も高く，使用水量別では201㎥以上/2ヶ月が最も高くなっています。

使用量（㎥/2ヶ月） 13口径 20口径 25口径 40口径 50口径 75口径 100口径 150口径 200口径 300口径 合計

0㎥/2ヶ月 18,350 12,328 1,845 322 551 302 0 0 0 0 33,699 

1～5㎥/2ヶ月 21,566 21,290 2,619 634 743 303 0 0 0 0 47,155 

6～10㎥/2ヶ月 30,820 26,618 2,479 875 677 38 0 0 0 0 61,507 

11～20㎥/2ヶ月 72,213 72,900 6,159 2,168 963 77 0 0 0 0 154,480 

21～40㎥/2ヶ月 210,930 295,901 22,486 3,834 2,275 162 0 0 0 0 535,586 

41～60㎥/2ヶ月 255,953 425,458 29,716 3,332 2,082 87 0 0 0 0 716,628 

61～100㎥/2ヶ月 295,776 390,857 40,396 5,594 4,012 275 505 0 0 0 737,414 

101～200㎥/2ヶ月 93,485 114,674 45,949 17,446 8,441 2,252 354 175 0 0 282,776 

201㎥～/2ヶ月 6,449 36,746 137,333 259,980 174,795 97,163 148,309 46,686 19,890 43,576 970,928 

合計 1,005,542 1,396,770 288,982 294,185 194,539 100,661 149,168 46,861 19,890 43,576 3,540,173 

※調定とは，検針して使用水量と水道料金・下水道使用料を確定し，収入する額を決定する行為のことを指し，
２か月に一度実施しています。



資料：４－（５）－① 新料金・使用料体系について

45

パターン②
水道料金算定要領などに基づ
く体系案
（料金適正化：事業者の視
点）

• 「水道料金算定要領」や 「下水道使用料算定の

基本的考え方」で示されている方法に基づき，料

金（使用料）の適正化を図った理論的な料金体

系案。

パターン③
理論と現状を踏まえた体系案
（少量使用者等への配慮：
使用者の視点）

• パターン②で算定した理論的な体系案を参考にしつ
つ，現行体系と比較し，急激な負担増が生じない
よう，配慮した体系案。特に，少量使用者の負担
には十分配慮した体系案。

パターン①
現行体系を維持した体系案

• 現行の料金体系を維持して，基本料金，従量料
金とも一律に同じ割合で改定した場合の体系案。



資料：４－（５）－① 基本料金【使用料】 割合について①

46

営業費用
人件費，薬品費，動力費，
修繕費，減価償却費，通
信運搬費，委託料等

資本費用
支払利息，資産維持費

（対象資産×資産維持率の
範囲内）

需要家費
検針・集金関係費等

固定費
水量の多寡に関係なく，施
設の適正な維持に固定的に

必要な費用

変動費
薬品費，動力費及び受水費

等

基本料金

従量料金

総括原価の算定 総括原価の分解・配賦 料金体系

固定費の分解（基本割当）：水道事業・・・固定費×（１－平均給水量/浄水施設能
力），下水道事業・・・固定費×（１－晴天時平均処理水量/晴天時処理能力）



資料：４－（５）－①基本料金・使用料割合について②

改定前
•水道 24％

•下水道 26％

理論値 •水道 41％

•下水道 41％

改定後 •水道 30％

•下水道 30％
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資料：４－（５）－① 新料金・使用料体系の決定について①

48

基本料金・使用料

割合算定

基本料金・使用料

決定

【口径別（水道）】

従量料金・使用料

決定

• 基本料金・使用料
【口径別（水道）】

• 従量料金・使用料

• 少量使用者の状況！
• 一般家庭の状況！

• どれくらい値上げか
（円/月，何％）

従量料金・使用料に新区分設定（１～５㎥）
水道 10円/㎥，下水道5円/㎥



参考⑦ 県内他団体との比較

表：水道料金 他市比較 （単位：円/㎥月）

13ミリ 鈴鹿（旧） 鈴鹿（新） 桑名市 四日市市 亀山市 津市 松阪市 伊勢市

基本料金 550 850 900 860 661 480 400 834 

5 850 900 950 860 921 780 775 834 

10 1,150 1,225 1,000 960 1,441 1,080 1,150 1,149 

20 2,250 2,425 2,250 2,190 2,481 2,180 2,740 2,429 

30 3,750 4,075 3,770 3,710 3,541 4,030 4,420 3,859 

50 7,150 7,775 6,920 7,930 5,701 8,130 8,320 7,779 

表：下水道使用料 他市比較（公共下水道） （単位：円/㎥月）

鈴鹿（旧） 鈴鹿（新） 桑名市 四日市市 亀山市 津市 松阪市 伊勢市

基本使用料 750 1,150 1,089 650 900 600 1,000 630 

5 1,025 1,175 1,214 650 900 625 1,000 805 

20 2,300 2,750 3,179 3,200 2,243 1,800 2,300 2,830 

30 3,600 4,300 5,149 4,900 3,743 2,950 3,800 4,880 

50 6,800 8,300 10,509 9,900 7,131 5,850 7,400 9,480 
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資料：４－（５）－① 新料金・使用料体系の決定について②
【水道１２．５％（平均），下水道２０％（平均）】

水
道
①

使用量 前 後 差額（２月） 改定率 差額（月）
5 850円 900円 100円 5.9% 50円

20 2,250円 2,425円 350円 7.8% 175円
30 3,750円 4,075円 650円 8.7% 325円
50 7,150円 7,775円 1,250円 8.7% 625円

下
水
道
②

使用量 前 後 差額 改定率 差額
5 1,025円 1,175円 300円 14.6% 150円

20 2,300円 2,750円 900円 19.6% 450円
30 3,600円 4,300円 1,400円 19.4% 700円
50 6,800円 8,300円 3,000円 22.0% 1,500円

①
＋
②

使用量 前 後 差額 改定率 差額
5 1,875円 2,075円 400円 10.7% 200円

20 4,550円 5,175円 1,250円 13.7% 625円
30 7,350円 8,375円 2,050円 14.0% 1,025円
50 13,950円 16,075円 4,250円 15.0% 2,125円
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５ 取組み（６） 広報活動など①
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５ 取組み（６） 広報活動など②
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５ 取組み（６） その他（経費削減の取組みについて）
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６ 経営戦略の位置付け
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振返って

• 投資の方針が明確となった。

• 財政状況が明確となった。

→資金不足→料金・使用料改定→収支均衡が図れた。

• 経営戦略を軸とした事業運営（予算編成）が可能となった。

• 職員のコスト意識が高まった。

• 若手職員の育成に繋がった（経営意識，財政計画）

• 水道事業，下水道事業ともに資料の整理方法などは，同じ方向で整理ができた。

• 根拠を明確（事実）にした資料作りが有効だった。
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